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○　居住費（滞在費）・食費の自己負担額の軽減（負担限度額認定）について
１　負担限度額認定とは
介護保険の施設サービス（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等）や短期入所サービス（ショートステイサービス）を利用した時、居住費（滞在費）及び食費は保険給付の対象外となっています。

ただし、低所得者（保険料段階が１～３の要介護者）については、負担の上限額を設定して、それを超えた部分については介護保険から給付することにより､利用者負担の軽減を図り、居住費（滞在費）及び食費が過重な負担にならないようにしています。
２　対象となる方

1 住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者がいる場合、配偶者も住民税非課税）
2 本人及び配偶者の預貯金等が基準額（下図参照）以下。

自己負担額は、所得段階により異なります。また、居住費（滞在費）については、居室の形態によって費用負担が異なっています。
●利用者負担段階の判定の基準となる「合計所得金額」は、税法上の長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除を控除した金額となります。また、年金収入にかかる所得分を控除した金額となります。
　　　　　　　　　　　　　　　【所得段階における負担限度額一覧表】　　　　　　　　（単位：円／１日）
	利用者負担段階及び所得要件
	預金等基準額

(夫婦の場合)
	居住費（滞在費）
	食　費
※４

	
	
	ユニット型個室
	ユニット型個室的
多床室
	従来型個室

（特養）
	多床室
（特養）
	

	
	
	
	
	従来型個室

（特養以外）
	多床室
（特養以外）
	

	基準額費用（※2）
	2,066
	1,728
	1,231　
	915
	1,445

	
	
	
	1,728　
	437
※3【697】
	

	第1段階
	①生活保護受給者

②老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税である
	1，000万円以下

(2，000万円以下)
	880 
	550 
	380　
	0　
	300　

	
	
	
	
	
	550　
	
	

	第2段階
	世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金※１収入額の合計が年額80万9千円以下の方
	650万円以下
(1，650万円以下)
	880 
	550 
	480　
	430　
	390
（600）

	
	
	
	
	
	550　
	
	

	第3段階①
	世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万9千円超120万円以下の方
	550万円以下
(1，550万円以下)
	1,370
	1,370 
	880　
	430　
	650
(1，000)


	
	
	
	
	
	1,370 
	
	

	第3段階②
	世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方
	500万円以下
(1，500万円以下)
	1,370 
	1,370 
	880　
	430 
	1，360
(1，300）

	
	
	
	
	
	1,370 
	
	


※1非課税年金とは、遺族年金（寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金を含む）や障害年金などです。
ただし、弔慰金・給付金などは対象外です。　　　　　　　　　　　　　　　　【裏面もあります】
　　　　　　　　　
※2基準額費用は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。施設によっては､利用者負担額が基準費用額と異なる場合があります。
※３「療養型」「その他型」の介護老人保健施設の多床室、「Ⅱ型」の介護医療院の多床室（いずれも8㎡/人以上に限る）を利用した場合の基準額は【】の金額です（短期入所療養介護も含む）。
※４短期入所生活介護を利用した場合の食費は（）内の金額となります。
●通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）、認知症対応型グループホーム、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護については該当となりません。　　
３　申請について
「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けるためには申請が必要です。本制度の適用期間は、申請した日の属する月の1日から、翌7月31日までとなります。日付を遡っての申請は認められません。なお、毎年更新が必要となります。
４　お問い合わせ先　　千歳市保健福祉部高齢者支援課介護保険係　電話　０１２３－24－０２９７（直通）
